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要　　約
　消費税の転嫁阻害行為の多くは，取引上の優越的地位の濫用から生じている。消費税転嫁対
策措置法等により，合理的な理由を欠く特定事業者の濫用行為は禁止され，消費税の転嫁が行
える法的制度の整備が進んだことは評価できる。一方，①規制事例としては買いたたきが多く
を占めるが，特定事業者がこうした直接的な転嫁阻害行為を避け，間接的な利益提供の要請等
を行うこと，②公取委の規制事例には，免税事業者に対するものが多く，免税事業者に対し，
消費税の転嫁を拒否することに問題はないと誤解している特定事業者が多数存在することをう
かがわせること，③非課税事業者が高額の設備投資等を行う場合，課税仕入分の即時控除が行
えず，価格転嫁が自由に行えない，あるいは価格に転嫁するにしても支払消費税分の売上での
回収に相当な年月を要し，設備投資を逡巡する要因となっている等の問題がなお存在すると考
える。
　現行制度を前提にするならば，①については，公取委などは利益提供の要請等の間接的な転
嫁阻害行為に，より配意すること，②については，益税問題を意識しつつも，免税事業者に対
し消費税転嫁を拒否するのは，消費税転嫁阻害行為に該当する旨の周知徹底を図ることが必要
と考える。また③については，EU の VAT 制度にある非課税売上を課税売上にすることで，
前段階税額を控除することを選択できるオプション制度を参考に，既存の消費課税の選択肢を
広げる立法での対応を検討する必要があると考える。
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はじめに
　本稿では，税法及び経済法の両者の観点から，
消費税（地方消費税を含む。以下同じ）の転嫁問
題及び消費税転嫁対策特別措置法（消費税の円滑
かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻
害する行為の是正等に関する特別措置法：以下

「措置法」という）の規定について検討を行う。
平成25年６月，消費税率の段階的引き上げを踏ま
え，措置法が可決・成立し，同年10月より施行さ
れている。同法の１条は，その目的を「消費税の
円滑かつ適正な転嫁を確保」とし，以下の４つの
規定を設けている。

①　 消費税の転嫁阻害行為
4 4

の是正に関する規定
（３条～７条）

②　 消費税の転嫁阻害表示
4 4

の是正に関する規定
（８条，９条）

③　総額表示義務に関する規定（10条，11条）
④　 消費税の転嫁及び表示についてのカルテルに

関する規定（12条，13条）
　措置法における規定は，①の直接効果規定，②
～④の間接効果規定に大別されるが，同法は消費
税法の特例にとどまらず，私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律（以下「独禁法」とい
う），下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」
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⑵　法的対応

　　�社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための消費税法等の一部を

改正する等の法律（平成26年４月１日施行：

以下「税制抜本改革法」という）

　　�７条（税制に関する抜本的な改革及び関連す

る諸施策に関する措置）

一ホ　消費税率が段階的に引き上げられること
も踏まえ，消費税……の円滑かつ適正な転嫁に
支障が生ずることがないよう，事業者の実態を
十分に把握し，次に定める取組を含め，より徹
底した対策を講ずる。
⑶　取引上の優越的な地位を利用して下請事業
者等からの消費税の転嫁の要請を一方的に拒否
すること等の不公正な取引の取締まり及び監視
の強化を行うこと。
⑹　消費税の円滑かつ適正な転嫁を促進する観
点から，私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律及び下請代金支払遅延等防止法……
の特例に係る必要な法制上の措置を講ずるこ
と。

　消費税の転嫁阻害行為は，独禁法の優越的地位
の濫用や下請法の親事業者の遵守事項に該当する
ことがある。こうしたことは平成元年４月の消費
税導入前から既に意識されており，公正取引委員
会（以下「公取委」という）は「消費税の転嫁と
独占禁止法についての手引き」（昭和63年12月）
において，考え方を明らかにするとともに4，独
禁法は一定の取引分野における競争を実質的に制
限する共同行為（カルテル）を不当な取引制限と
して禁止し（２条６項・３条），私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に
関する法律に，転嫁及び表示カルテル（以下「転
嫁カルテル等」という）に関する適用除外の規定
が定められた5。換言すると，３％の消費税導入
の際は転嫁対策として，また中小企業が円滑かつ
適切に消費税を転嫁するために，転嫁カルテルに
ついては参加事業者の2/3が中小企業であるとい
う条件の下，表示カルテルについては特に参加事
業者に条件を設けず，いずれも公取委への「届
出」により独禁法の適用を除外するという特別の
対応がとられたが6，転嫁阻害行為については，
既存の独禁法および下請法を適切に運用し，対処
することに留まるものであった。

という），不当景品類及び不当表示防止法（以下
「景表法」という）の特例を定めるものとなって
いる。本稿では，特に①の直接効果規定を中心に
紹介・整理し，検討を行うこととする1。

１　消費税の転嫁と法的対応
⑴　消費税の転嫁

　　税制改革法11条（消費税の円滑かつ適正な転嫁）

事業者は，消費に広く薄く負担を求めるという
消費税の性格にかんがみ，消費税を円滑かつ適
正に転嫁するものとする。その際，事業者は，
必要と認めるときは，取引の相手方である他の
事業者又は消費者にその取引に課せられる消費
税の額が明らかとなる措置を講ずるものとす
る。
２　国は，消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与
するため，前項の規定を踏まえ，消費税の仕組
み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずるも
のとする。

　消費税は最終消費段階における商品・役務の価
格に比例する従価税であり，消費者が負担するこ
とを前提とする租税である。ただし間接税に属す
る租税であり，実際に申告，納税を行う者は消費
者ではなく，例えば流通を例にすると，卸売業者
から小売業者，小売業者から消費者という取引の
各段階で各業者が申告・納税を行うことになる。
換言すると，消費税は仕入税額控除方式の下，取
引の各段階において価格に広く薄く「転嫁」（上
乗せ）されながら，最終段階の消費者との取引価
格に累積され，消費者が負担する仕組みとなって
いる2。
　税制改革法は，昭和63年12月30日に消費税法と
併せ公布された。消費税の転嫁について，同法11
条は「事業者は，消費に広く薄く負担を求めると
いう消費税の性格にかんがみ，消費税を円滑かつ
適正に転嫁する」ことが望まれるとしている。し
かし，現実には下請事業者による消費税の転嫁を
親事業者が拒否する，あるいは納入業者による消
費税の転嫁を大規模小売事業者が拒否するという
ことが存在し，その場合，転嫁し得ない事業者，
典型的には取引交渉力の乏しい中小企業は本来負
担する必要のない消費税を自らが負担するという
問題が生じることになる3。
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に，例えば買いたたきに該当するなど，下請法上
の親事業者の遵守事項に該当するならば，公取委
は親事業者に対し必要な措置をとるよう勧告する
ことになる10。このように既存の法律によって転

嫁阻害行為を規制することは可能であるものの，
独禁法では被害者を直接的に救済することは難し
く，下請法では遵守事項に該当する場合，公取委
は勧告を行うとされるが，同法の適用範囲は，製
造・修理・情報成果物作成・役務提供のいずれか
の委託に該当する場合に限られる11。このため平
成33年3月末までの時限立法ではあるものの，税
制抜本改革法７条に従い，独禁法および下請法の

「特例に係る必要な法制上の措置」としての措置
法が誕生した。

２　転嫁阻害行為の是正に関する特別措置
⑴　適用範囲

　　措置法２条（定義）

この法律において「特定事業者」とは，次に掲
げる事業者をいう。
一　一般消費者が日常使用する商品の小売業を
行う者……であって，その規模が大きいものと
して公正取引委員会規則で定めるもの（以下

「大規模小売事業者」という。）
二　法人である事業者であって，次に掲げる事
業者から継続して商品又は役務の供給を受ける
もの（大規模小売事業者を除く。）
　イ　個人である事業者
　ロ　人格のない社団等……である事業者
　ハ　資本金の額又は出資の総額が３億円以下
である事業者
２　この法律において「特定供給事業者」とは，
次に掲げる事業者をいう。
一　事業者が大規模小売事業者に継続して商品

　平成９年，消費税率が５％に引き上げられた
際，参加事業者に条件を設けずに，転嫁カルテル
等に独禁法の適用除外を拡大は認められなかった
が，その理由について，公取委職員によると，

「我が国にとって消費税は極めてなじみが薄いこ
とから，導入時に限っての臨時・暫定的措置とし
て，消費税の転嫁・表示についての一定の共同行
為（転嫁カルテル（中小事業者に限定）・表示カ
ルテル）を行うことが認めら」れたのであり，平
成９年の段階では消費税導入時から歳月が経過し

「消費税は極めてなじみが薄い」という状況では
なくなったため，転嫁カルテル等に独禁法の適用
除外の拡大が認められることはなかったと解説さ
れている7。他方において公取委は「消費税の引
上げ及び地方消費税の導入に伴う転嫁・表示に関
する独占禁止法及び関連法令の考え方」（平成８
年12月）を公表した8。同考え方においても転嫁
阻害行為についての特別の対応は行われず，結
局，平成元年の消費税導入時，平成９年の消費税
率引き上げ時のいずれの時期においても，転嫁阻
害行為については，既存の独禁法及び下請法を適
切に運用し，対処するという内容にとどまるもの
であった。
　平成25年，措置法が新たに施行され，転嫁阻害
行為に対し特別の法的対応がとられることになっ
た。この理由は税制抜本改革法７条が述べるよう
に「消費税率が段階的に引き上げられることも踏
まえ……より徹底した施策を講ずる」ためであ
る。これについては，「今次の消費税率の引上げ
は，短期間のうちに二段階での引上げをするもの
であることに加え，デフレ経済の状況が続く中に
あっては，消費税率引上げに応じて対価を引上げ
ることが困難であることは想像に難くないところ
である。そして，消費税を転嫁できないことによ
る不利益が集中するのは中小企業であることが予
想され，中小企業等からは消費税率の引上げにつ
き強い反対意見があった。そのため，今次の消費
税率の引上げを実現するためには，政治的にも，
中小企業等の懸念に対して最大限の配慮をする必
要があり，これまでにない対策が講じら」れるこ
とになったからと考えられる9。
　転嫁阻害行為が独禁法の優越的地位の濫用に該
当するならば，公取委は排除措置を命じ，一定の
条件の下，課徴金の納付を命じることになる。更
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又は役務を供給する場合における当該商品又は
役務を供給する事業者
二　前項第２号イからハまでに掲げる事業者が
同号の特定事業者に継続して商品又は役務を供
給する場合における当該同号イからハまでに掲
げる事業者

　措置法は，買手が自己の有する取引交渉力の濫
用を問題にするものであり，売手である特定供給
事業者と買手である特定事業者との取引におい
て，後者が前者に対し，濫用行為を行うことを禁
止している。なお，特定事業者とは，①大規模小
売事業者及び②個人事業者や資本金が３億円以下
の中小企業などと取引を行う事業者をいい，①又
は②に対し商品又は役務を提供する事業者を特定
供給事業者という。
　①については，大規模小売事業者（特定事業
者）と納入業者（特定供給事業者）との取引を対
象にする。前事業年度における売上高が100億円
以上ならば大規模小売事業者に該当し，100億円
未満であっても東京都特別区及び地方自治法が定
める指定都市12において店舗面積が３千平方メー
トル以上又はそれ以外の市町村にあっては店舗面
積が1500平方メートル以上であるならば，大規模
小売事業者に該当する13。典型的には全国展開し
ている大型スーパーやコンビニエンス・ストアー
などが考えられ，これら事業者に対し商品・役務
を供給する事業者はすべて特定供給事業者に該当
する（措置法２条２項１号）。同号は事業規模要
件を定めていないが，この理由は供給側は「大規
模小売事業者との関係では，たとえ巨大メーカー
であっても，価格設定や納入条件等で弱い立場に
あるから」とされる14。
　②については，個人事業者を含む中小企業との
継続的取引を広く対象とするために設けられたも
のである。典型的には，親事業者を特定事業者，
下請事業者を特定供給事業者とする下請取引が考
えられる15。措置法は「継続して」という文言を
用いているが，この趣旨は「継続的取引関係にあ
る事業者間においては，取引の一方当事者の立場
が強くなりがちであることから設けられたもので
あり」，事業者間において取引の対象となる個別
の商品を単位に判断するのではなく，事業者を単
位に継続的取引関係が認められれば要件を充足す
ると解する16。すなわち，Ａという商品・役務に

ついて継続した取引関係があれば，新たな商品・
役務Ｂについて取引を行う場合であっても「継続
して」の要件を満たすことになる17。

⑵　規制実績

　措置法は，転嫁阻害行為として①減額（３条１
号前段），②買いたたき（３条１号後段），③商品
購入・役務利用の要請，利益提供の要請（３条２
号），④本体価格による交渉の拒否（３条３号），
⑤報復措置（３条４号）の５類型の行為を定めて
いる。
　平成29年３月までの公取委及び中小企業庁（以
下「中企庁」という）による規制実績は，次のと
おりである18。

　指導又は勧告のうち、買いたたきが違反行為全
体の87％を占め，同行為を勧告に限ると93％と
なっており、措置法の違反行為のおよそ90％が買
いたたきとなっている。本体価格による交渉の拒
否は２位であり、全体の7.5％を占めるに過ぎな
い。以上からは，先ずは買いたたきを規制する必
要があると考えられる。
　以下，これら①～⑤の類型ごとにその詳細を見
ていくこととする。

⑶　減額，買いたたき（傍点：筆者加筆・以下同じ）

　　措置法３条（特定事業者の遵守事項）

特定事業者は，平成26年４月１日以後に特定供
給事業者から受ける商品又は役務の供給に関し
て，次に掲げる行為をしてはならない。
一　商品若しくは役務の対価の額を減じ，又は
商品若しくは役務の対価の額を当該商品若しく
は役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務
に対し通常支払われる対価

4 4 4 4 4 4 4 4 4

に比し低く定めるこ
とにより，特定供給事業者による消費税の転嫁

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を拒むこと
4 4 4 4 4

。
　　下請法４条（親事業者の遵守事項）

親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をし

指導 勧告 合計
①減額 111 3 114
②買いたたき 2951 38 2989
③利益提供の要請など 72 0 72
④本体価格の交渉拒否 256 0 256
⑤報復措置 0 0 0
合計 3390 41 3431

措置件数の内訳（平成25年10月～29年３月）
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た場合は，次の各号……に掲げる行為をしては
ならない。
三　下請事業者の責に帰すべき理由がないの

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に
4

，下請代金の額を減ずること。
五　下請事業者の給付の内容と同種又は類似の
内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著

4

しく低い下請代金の額を不当に定める
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

こと。
ア　減額
　措置法３条１号の前段は減額，後段は買いたた
きについて定めている。公取委がウェブに掲載し
ている「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のた
めの消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関す
る特別措置法及びガイドライン等について（詳細
版）」（以下「公取委ウェブ解説」という）による
と，「特定事業者が，特定供給事業者から供給を
受ける商品又は役務について，合理的な理由なく
既に取り決められた対価から事後的に減じて支払
うこと」を減額といい，「特定事業者が，特定供
給事業者から供給を受ける商品又は役務の対価に
ついて，合理的な理由なく通常支払われる対価よ
りも低く定める行為」を買いたたきという19。
　両者の差異は，減額とは，商品・役務の「発注
後」に当初定めた対価を引き下げる行為をいうの
に対し，買いたたきとは，「発注前」の価格交渉
において格安の対価を定めることにある20。なお，

「対価」という文言が共に用いられているが，公
取委による「消費税の転嫁を阻害する行為等に関
する消費税転嫁対策特別対策法，独占禁止法及び
下請法上の考え方」（平成25年９月）（以下「ガイ
ドライン」という）によると，「対価」とは，特
定事業者と特定供給事業者の間で取り決めた商
品・役務の供給に係る価格を意味し，消費税を含
んだ価格をいうとされる21。
　減額の典型例は，特定事業者と特定供給事業者
との間において，本体価格に消費税分を上乗せし
た額を対価とする内容の契約を結んでいたもの
の，支払の際に，特定事業者が消費税分の全額又
は一部を対価から減じるような場合である22。こ
のような行為を認めると，既に両当事者の間にお
いて契約が結ばれているにもかかわらず，特定事
業者による一方的な契約見直しの結果，特定供給
事業者は当初負担する必要のなかった負担をかか
えることとなる。
　一方，下請法４条３号は単に「下請代金の額を

減ずること」と述べず，「下請事業者の責に帰す
べき理由がないのに，下請代金の額を減ずるこ
と」と定めていることを踏まえると，特定事業者
による減額が是認される場合として，例えば特定
供給事業者が納入した商品に瑕疵があるというよ
うな，典型的には特定供給事業者が何らかの責め
を負うような場合が考えられる。
　しかしながら，措置法３条１号前段には「下請
事業者の責に帰すべき理由がないのに」に相当す
る文言が存在しない。この点に関し，①措置法に
は下請法とは異なり，「特定供給事業者による消
費税の転嫁を拒むこと」という文言が別に存在
し，②公取委ウェブ解説は措置法の買いたたきを

「合理的な理由なく……事後的に減じて支払うこ
と」と定義し，条文には存在しない「合理的な理
由」という文言を意図的に用いている。措置法の
立場に立つと，既に取り決められた対価について

「事後的に減じて支払うこと」により消費税の転
嫁を妨げる行為は基本的には措置法に違反するこ
とから，わざわざ「下請事業者の責に帰すべき理
由がないのに」のような文言を用いる必要性が乏
しかったといえるのかも知れない。
　とはいうものの，すべての減額を一律に違反と
するわけにもいかず，条文に文言は存在しない

「合理的な理由」を条件に，例えば商品に瑕疵が
あるような場合には，特定事業者による事後の対
価の引き下げに「合理的な理由」があるとし，特
定事業者の当該行為は３条１号の減額に該当せず
措置法に違反しない，と取り扱う23。換言すると，
措置法の減額に該当するか否かの判断は，先ず，
特定事業者が発注後に対価を引き下げているかを
判断し，こうした行為が確認されるならば，発注
者の行為に「合理的な理由」の有無により，措置
法に違反するか否かが決まる。このように措置法
上の減額は，「合理的な理由」が事実上その要件
になると思われる。
　なお，ガイドラインは，措置法上の減額対象に
該当しない「合理的な理由」として，以下の場合
を示している24。
① 商品に瑕疵がある場合や，納期に遅れた場合

等，特定供給事業者の責めに帰すべき理由によ
り，相当と認められる金額の範囲内で対価の額
を減じる場合。

② 一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した
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場合には，特定供給事業者が特定事業者に対し
て，発注増加分によるコスト削減効果を反映し
たリベートを支払う旨の取決めが従来から存在
し，当該取決めに基づく対価の額から事後的に
リベート分の額を減じる場合。

イ　減額の勧告事例
　以下，減額（及び買いたたき）が問題になった
公取委の勧告事例について，その概要を紹介す 
る25。

（ア）事実
　Ｙは，商業施設を所有する事業者（以下「賃貸
人」という）と賃貸借契約を締結のうえ店舗とし
て賃借し，自己の子会社に貸付けた。Ｙは，平成
26年４月分及び５月分の賃料について，税込み

（消費税を含む金額）で契約しているほとんどの
賃貸人に対し，消費税率引き上げ分を上乗せして
支払った。その後，Y は自己の子会社 A を通じ，
平成26年６月分以後の賃料については３月分の賃
料と同額に定めるとともに（買いたたき），４月
分および５月分の賃料については，消費税率引き
上げ分を６月分から差し引くことを賃貸人に要請
し，要請に応じた賃貸人に対しては６月分の賃料
を減じて支払った（減額）。

（イ）勧告26

① 今後，特定供給事業者から受ける役務に関し
て，対価の額を減じることにより，特定供給事
業者による消費税の転嫁を拒むことがないよ
う，自社の役員及び従業員に周知徹底するとと
もに，措置法の研修を行うなど社内体制の整備
のために必要な措置を講じること。

②③　（省略）

ウ　買いたたき
（ア）判断基準と措置法・下請法の要件
　一般に，買いたたきとは，商品・役務の発注前
の価格交渉において低い対価を定めることであ
り，措置法においては「通常支払われる対価に比
し低く定めること」（３条１号後段）をいう。し
たがって，措置法の買いたたきに該当するか否か
の判断基準は「通常支払われる対価」である。判
断の手順は，先ず，「通常支払われる対価」を確
定した後に，特定事業者が「低く定めること」，
すなわち実際の取引の対価が「通常支払われる対

価」に比べ低いか否か判断し，最後に，実際の取
引の対価が「通常支払われる対価」に比べ低い場
合，特定事業者が「低く定めること」について減
額と同様，「合理的な理由」を有するか否かに
よって，特定事業者の価格設定が措置法の買いた
たきに該当するか否かが決まると考えられる27。
　「通常支払われる対価」について，ガイドライ
ンは，「通常（と）は，特定事業者と特定供給事
業者との間で取引している商品又は役務の消費税
率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せし
た額」としている28。本体価格が100円の商品の
取引の場合，平成26年４月の消費税率引き上げに
際しては，本体価格に８％の税率に相当する８円
を加えた場合，108円が「通常支払われる対価」
になり，「本体価格が100円の商品について，消費
税率引上げ後の対価を105円のまま据え置く」よ
うな場合が買いたたきの典型例となる29。した
がって，特定事業者が対価を105円に据え置く場
合はもちろん，106円，107円という対価を定めた
場合も，「合理的な理由」を欠くならば，措置法
の買いたたきに該当する。
　一方，下請法も買いたたきを規制対象とし，

「通常支払われる対価」という文言は措置法と一
致する。しかし，下請法では「著しく低い下請代
金の額を不当に定める」となっており，「著しく」

「不当に」という文言が示すように，規制のハー
ドルが措置法に比べ文言上，高く定められてい
る。換言すると，措置法は下請法に比べ，より低
いレベルにおいて買いたたきを規制の対象にして
いるように見える。下請法の運用について，公取
委は「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基
準」（以下「下請法運用基準」という）を公表し
ているが，同基準によると，「通常支払われる対
価」とは，「当該下請事業者の属する取引地域に
おいて一般に支払われる対価」をいう30。すなわ
ち下請法における「通常支払われる対価」とは市
場価格を意味し，買いたたき規制では，市場価格
との乖離が問題となる31。措置法も下請法も「通
常支払われる対価」を基準に，これを下回る価格
設定を買いたたきと定めているが，基準となる

「通常支払われる対価」について，措置法は従前
の取引の対価，下請法は市場価格を意味し，用い
る文言は同一であってもその意味内容は異なって
いる。こうしてみると，措置法と下請法の外観上
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の要件の相違は，おそらく「通常支払われる対
価」の意味の相違によると考えられる。　
　なおこの点について，他の研究者の説による
と，舟田教授は32，措置法に「著しく」という文
言がないことは，措置法が消費税率の引き上げと
いう具体的な事実を対象にするから当然のことで
あり，下請法の「不当に」という文言は，それに
続く「定めること」との関係から，下請事業者と
十分な協議なしに行われるなどの対価の決定の仕
方を問題にする。措置法については，消費税率が
アップすることを契機に対価の額を減じること
は，この意味での「不当に」に該当するのである
から，措置法では，この要件を明示する必要がな
いと考えられたのだろう，と説明する。根岸教授
は33，下請法の「著しく低い」に対し，措置法で
は「低く」と定められていることについて，法案
作成の当初からこのように定めようとはしていな
かったが，中小企業側からのより厳しくという要
請を踏まえ，規制の実効性を確保するために，こ
うした要件にしている説明している。

（イ）合理的理由
　減額の場合と同様に，ガイドラインは，措置法
の買いたたきに当たらない「合理的な理由」とし
て，以下の場合を示している34。
① 原材料価格等が客観的にみて下落しており，当

事者間の自由な価格交渉の結果35，当該原材料
価格等の下落を対価に反映させる場合。

② 特定事業者からの大量発注，特定事業者と特定
供給事業者による商品の共同配送，原材料の共
同購入等により，特定供給事業者にも客観的に
コスト削減効果が生じており，当事者間の自由
な価格交渉の結果，当該コスト削減効果を対価
に反映させる場合。

③ 消費税転嫁対策特別措置法の施行日前から，既
に当事者間の自由な価格交渉の結果，原材料の
市価を客観的に反映させる方式で対価を定めて
いる場合。

　公取委は，下請法上の書面調査などによって転
嫁阻害行為に対する情報収集なども併せ行ってお
り，下請法に違反する行為については下請法に従
い対処している36。なお，措置法も下請法も公取
委が運用する法律であるが，措置法の買いたたき
規制に関し，下請法違反の未然防止について定め
た同法の運用基準を参考にすることは，有用と思

われる。
　下請法運用基準は，「買いたたきに該当するか
否かは，下請代金の額の決定に当たり下請事業者
と十分な協議が行われたかどうか等対価の決定方
法，差別的であるかどうか等の決定内容，通常の
対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況及
び当該給付に必要な原材料等の価格動向等を勘案
して総合的に判断する」としている37。

⑷　商品購入・役務利用の要請，利益提供の要請

　　措置法３条（特定事業者の遵守事項）

特定事業者は，平成26年４月１日以後に特定供
給事業者から受ける商品又は役務の供給に関し
て，次に掲げる行為をしてはならない。
二　特定供給事業者による消費税の転嫁に応じ
ることと引換えに，自己の指定する商品を購入
させ，若しくは自己の指定する役務を利用さ
せ，又は自己のために金銭，役務その他の経済
上の利益を提供させること。
　　下請法４条（親事業者の遵守事項）

親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をし
た場合は，次の各号……に掲げる行為をしては
ならない。
六　下請請事業者の給付の内容を均質にし又は
その改善を図るため必要がある場合その他正当

4 4

な理由
4 4 4

がある場合を除き，自己の指定する物を
強制して購入させ，又は役務を強制して利用さ
せること。
２　親事業者は，下請事業者に対し製造委託等
をした場合は，次の各号……に掲げる行為をす
ることによって，下請事業者の利益を不当に害

4 4 4 4 4 4 4

し
4

てはならない。
三　自己のために金銭，役務その他の経済上の
利益を提供させること。

ア　商品購入・役務利用の要請
　措置法は，下請法との関係においてその特例を
定める法律であり，措置法３条２号前段の商品購
入・役務利用の要請は下請法４条１項６号、後段
の利益提供の要請は下請法４条２項３号に由来す
ると考えられる。
　親事業者の遵守事項として下請法は，４条１項６
号に商品購入・役務利用の要請を，同条２項３号
に利益提供の要請を定めている。下請法４条の親
事業者の遵守事項は，行為類型に該当すると基本
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的に下請法に違反する行為と，利益を害するか否
か実質的な判断を要する行為とに大別される38。
前者に該当する行為は４条１項に，後者に該当す
る行為は同２項に定めている。下請法は，商品購
入・役務利用の要請について給付の内容を均質化
するといった「正当な理由」がある場合を除い
て，親事業者が下請事業者に対し，商品の購入又
は役務の利用を強制することを禁止している（４
条１項６号）。ここでいう「正当な理由」も，⑶
の減額，買いたたきに出てきた「合理的な理由」
に相当する，と解される。
　一方，ガイドラインは，措置法の商品購入・役
務利用の要請にはならない「合理的な理由」があ
る場合として，以下を示している39。
① 特定の仕様を指示して商品の製造を発注する際

に，当該商品の内容を均質にするため又はその
改善を図るため必要があるなどの合理的必要性
から，当該商品の製造に必要な原材料を購入さ
せる場合。

② 消費税率引上げに際して，特定事業者が電子受
発注システムを新たに導入し，当該システムの
利用を全ての取引先との間で取引条件とするな
ど，受発注業務のコスト削減のために合理的必
要性がある場合に，当該システムを使用させる
場合。

　ガイドラインによると，措置法の商品購入・役
務利用の要請に該当する典型例は，消費税の全部
又は一部の転嫁に応じることと引き換えに，特定
事業者が特定供給業者に対し，例えばディナー
ショーのチケットを購入すること（商品購入）
や，自社の宿泊施設を利用すること（役務利用）
を要請するような場合である40。措置法の条文

（３条２号）には減額，買いたたきと同様，商品
購入・役務利用の要請に，「合理的な理由」の文
言は存在しないが，特定事業者が特定供給事業者
に対し，「商品を購入させ（る）」又は「役務を利
用させ（る）」行為41すべてを，合理的理由の有
無を問わず一律に違反とすることには無理がある
と思われる。こうしたことからガイドラインの①
に示されるように，例えば商品を均質化するため
に材料の購入を特定供給事業者に求めるといった
場合などには，条文に文言は存在しないが特定事
業者の行為に合理的理由を見出し，特定事業者の
当該行為は３条２号の商品購入・役務利用の要請

に該当せず措置法に違反しない，と解することが
できると考える。

イ　利益提供の要請
　措置法３条２号は「特定供給事業者による消費
税の転嫁に応じることと引換えに」，特定事業者
が「自己のために金銭，役務その他の経済上の利
益を提供させること」を利益提供の要請と定めて
いる。
　ガイドラインは，利益提供の要請に該当する場
合として，消費税率引上げの全部又は一部を上乗
せすることを受け入れる代わりに，次の①～⑤を
要請する場合を示している42。
① 消費税の転嫁の程度に応じて，取引先ごとに目

標金額を定め，協賛金を要請する。
② 通常必要となる費用を負担することなく，取引

先に対し，従業員等の派遣又は増員を要請す
る。

③ 消費税率の引上げに伴う価格改定や，外税方式
への価格表示の変更等に係る値札付け替え等の
ために，取引先に対し，従業員等の派遣を要請
する。

④ 取引先に対し，取引の受発注に係るシステム変
更に要する費用の全部又は一部の負担を要請す
る。

⑤ 金型等の設計図面，特許権等の知的財産権，そ
の他経済上の利益を無償又は通常支払われる対
価と比べて著しく低い対価で提供要請する。

　下請法では，利益提供の要請に加え，そのこと
が「下請事業者の利益を不当に害して」はじめて
違反となる（４条２項）。例えば一口に従業員の
派遣要請といっても，PB 商品の納入業者（下請
事業者）が大規模小売事業者（親事業者）に従業
員を派遣し，従業員が販売を支援することによっ
て PB 商品の売上が増大し，納入業者に利益がも
たらされるような場合もあり得る。換言すると，
減額，買いたたき，商品購入・役務利用の要請は
いずれも基本的に取引の相手方に不利益を与える
行為であるが，利益提供の要請は必ずしも取引の
相手方に不利益を与えるとはいえない場合も存在
する。こうしたことから下請法では，利益提供の
要請に関し，下請事業者の利益を不当に害するか
否かについて実質的な判断が求められる。公取委
職員が措置法の利益提供の要請について，「取引
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いるのであって，これでは，親事業者が禁止され
る「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，
下請代金の額を減ずる」（略）ものとして，か
えって下請法違反に問われかねない」と説示した
うえで，「そうすると，……上記各供述は，……
下請法違反を指摘されることを防止する内容に
なっていないという意味では，……不合理なもの
といわざるを得ない」とし，原告の主張を退け
た。

（ウ）検討
　売上値引きの場合と，下請先が利益提供の要請
を受け入れた場合との税法上の差異は，売上と寄
付金とに生じるが，売上が課税標準に直接加算さ
れるのに対し，寄付金は課税上，法人税において
はその大部分が損金不算入となり，消費税におい
ても対価性の点で課税対象外仕入となる。
　本件は，親事業者が下請法違反の指摘を回避す
るため価格を修正する直接的な手法を取らず，よ
り間接的な寄付等の形での利益提供の要請を行っ
た事例の一つであるといえる。裁判所は，原告が
親会社に支払った金員を売上値引きと主張するの
に対し，判決は親会社の利益提供の要請に答える
もので，売上値引きを装った寄付に当たると判断
した。

⑸　本体価格による交渉の拒否，報復措置

　　措置法３条（特定事業者の遵守事項）

特定事業者は，平成26年４月１日以後に特定供
給事業者から受ける商品又は役務の供給に関し
て，次に掲げる行為をしてはならない。
三　商品又は役務の供給の対価に係る交渉にお
いて消費税を含まない価格を用いる旨の特定供
給事業者からの申出を拒むこと

4 4 4 4 4 4 4

。
四　前３号に掲げる行為があるとして特定供給
事業者が公正取引委員会，主務大臣又は中小企
業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由
として，取引の数量を減じ，取引を停止し，そ
の他不利益な取扱いをすること。
　　下請法４条（親事業者の遵守事項）

親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をし
た場合は，次の各号……に掲げる行為をしては
ならない。
七　親事業者が第1号若しくは第2号に掲げる行
為をしている場合若しくは第3号から前号まで

上合理的必要性があり，かつ，特定供給事業者に
不当に不利益を与えない場合は……利益提供の要
請に当たらない」と述べているのも，このような
事例を念頭に入れたものだろうと思われる43。
　措置法の利益提供の要請を定める条文には，

「合理的な理由」あるいは「利益を不当に害して」
という文言も存在しないが（３条２号），特定事
業者が特定供給事業者に対し，「自己のために金
銭，役務その他の経済上の利益を提供させる」場
合，減額・買いたたきと同様，下請法にいう当該
行為に「合理的な理由」があるか否か，更に，特
定供給事業者の「利益を不当に害する」か否かを
検討することによって，利益提供の要請に該当
し，措置法に反するか否かが決まる，と解され
る。

ウ　利益提供の要請の具体事例44

　以下は税務訴訟であるが，原告（納税者）が支
払った金員の性質が争点となっている。

（ア）概要
　課税庁は，原告の法人税及び消費税の確定申告
が，正当と認められない売上値引きにより売上計
上漏れを生じていることなどを理由として，法人
税及び消費税等の賦課決定を行った。原告側は取
引先が下請法違反の指摘をおそれたため寄付を
装ったものにすぎず，実質は売上値引きであり，
売上計上漏れ等を理由に所得を過大に認定したの
は違法である等と主張して，処分の取消しを求め
た。

（イ）判示
　原告の「各依頼書及び上記各覚書は，いずれ
も，下請法違反を指摘されることをおそれたＢ

（親会社：筆者加筆）の要請に応じて作成された
ものにすぎず，その存在が原告における拡売費用
の負担を裏付けるものではないと……」との主張
に対し，裁判所は「下請法違反を指摘されること
を防止するために上記各文書を作成するのであれ
ば，……暫定的な売上価格を実際に販売した規格
品の価格に修正するという内容をそのまま上記各
文書に記載することで，……目的は達成されたは
ず」である。しかしながら，「上記各文書にはそ
のような内容の記載はなされておらず，上記のと
おり，Ｂが支出した価格対策費ないし拡売費用の
一部を原告に負担させるという内容が記載されて
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に掲げる行為をした場合又は親事業者について
次項各号……に該当する事実があると認められ
る場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小
企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理
由として，取引の数量を減じ，取引を停止し，
その他不利益な取扱いをすること。

ア　本体価格による交渉の拒否
　本体価格による交渉の拒否は，下請法には存在
しない措置法独自の行為類型である。規制実績を
みると，当該行為の指導件数は買いたたきの次に
多く，当該行為に対し措置法が，一定の役割を果
たしている。
　措置法における本体価格による交渉の「申出を
拒むこと」について，ガイドラインは，特定事業
者が明示的に拒否する場合はもちろん，例えば，
①「本体価格と消費税額を別々に記載した見積書
等を提出したため，本体価格に消費税額を加えた
総額のみを記載した見積書等を再度提出させる場
合」，②「本体価格に消費税額を加えた総額しか
記載できない見積書等の様式を定め，その様式の
使用を余儀なくさせる場合」のように，特定供給
事業者が本体価格に基づいて特定事業者と価格交
渉を行うことを困難にさせる場合も含むとする45。
　消費税の総額（税込価格）表示は，B to C 取
引では平成16年４月から義務付けられるように
なったが，同改正により，B to B 取引において
も税抜価格から税込価格による発注も一定程度進
行するようになった。その場合，例えば大規模小
売事業者が「消費税還元セール」のようなキャン
ペーンを行う際，販売価格の据え置きと同時に，
納入価格の総額も据え置く，すなわち特定事業者
が特定供給事業者による消費税の転嫁を拒否する
ことが想定される。こうした点を踏まえると，総
額による価格交渉に比べ，本体価格（税抜価格）
による価格交渉には，特定事業者による買いたた
きを予防する効果が考えられる46。本措置にした
がって，先ず，特定事業者と特定供給事業者が本
体価格について交渉し，確定した本体価格に消費
税を上乗せするならば，消費税は円滑かつ適切に
転嫁されることになる47。本来，価格交渉の方式
は両当事者の自由に委ねられるべきであるが，措
置法は消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するた
め，３条３号の規定を特に設けたと考えられる。

イ　報復措置
　報復措置とは，減額，買いたたき，商品購入・
役務利用の要請，利益提供の要請，本体価格によ
る交渉拒否の事実を，特定供給事業者が公取委な
どに知らせたことを理由に，特定事業者が「取引
の数量を減じ，取引を停止し，その他不利益な取
扱いをすること」をいう（措置法３条４号）。
　報復措置に対し，措置法は概ね次のような手続
きを定めている。公取委，主務大臣，中企庁長官
は，特定事業者若しくは特定供給事業者に対して
必要があると認めるときは，報告徴収，立入検査
を行うとともに（15条１項），特定事業者に対し，
違反行為を防止，是正するために必要な指導，助
言を行う（４条）。更に，主務大臣，中企庁長官
は，３条の規定に違反する行為があると認めると
きは，公取委に対し，勧告，公表を請求すること
ができる。なかでも，①違反行為が多数の特定供
給事業者に対して行われている場合，②違反行為
による不利益の程度が大きい場合，③特定事業者
が違反行為を繰り返し行う蓋然性が高い場合，④
消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事
実があると認められる場合は，ガイドラインによ
る「重大な事実」に該当し48，公取委に対して当
該請求を行うことができるとする（５条）。また，
公取委は，３条の規定に違反する行為があると認
めるときは，特定事業者に対し速やかに消費税の
転嫁に応じることその他必要な措置をとるべきこ
とを勧告し，その旨を公表するものとする（６
条）。
　以上が措置法３条に関する一連の手続の概要で
あるが，公取委などがこうした手続に従い，措置
法が付与した役割を十分に果たすには，前提とし
て違反行為の事実，内容を正確に把握する必要が
ある。もともと特定供給事業者が転嫁阻害行為
を，公取委などに自主的に申し出ることは期待し
難いことに加え，違反事実を申し出たことを理由
に特定事業者による報復行為を許してしまうと，
特定供給事業者の申し出・調査協力は一層困難と
なり，公取委などによる措置法の円滑な執行に支
障を来すことになりかねない49。このため特定供
給事業者が申し出を行い，調査に協力することを
可能ならしめるために，本号の規定が置かれるこ
とになった，と解される。
　なお，公取委は行政手続法に基づく意見公募手
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続（いわゆるパブリックコメント）に対する回答
において，「違反被疑事実を通報した特定供給事
業者の保護について万全の措置を講じることとし
ており，通常は，特定供給事業者及びその関係者
が通報した事実を公表したり，特定事業者に伝え
たりしなければ，特定事業者による報復行為は生
じないと考えます」としている50。現状では措置
法上の報復措置に対し勧告，公表は１件もなされ
ていないが51，公取委は報復措置に対しこのよう
な方針を示し，特定供給事業者が公取委に申し出
ることに支障がない状態の確保を行っているとし
ている。

３　買いたたきに関する規制，質疑応答
⑴　非課税事業者（買手）の事例52�

　Ｙ市は，Ａ病院を設置し病院事業を行う事業
者であり，Ａ病院で使用する医療材料について
納入業者（特定供給事業者25社）から継続して
供給を受けている。Ｙ市は，Ａ病院において使
用する医療材料について，４月から９月までの
期間を上期，10月から翌年３月までの期間を下
期とし，半年ごとに納入業者と価格交渉を行っ
て，各期における納入価格を決定していた。
　Ｙ市は，消費税率引き上げに対応するため，
平成26年度上期の医療材料の納入価格につい
て，平成25年度下期の納入価格から引き下げる
こととし，平成25年度下期の納入価格から以下
のア又はイにより算出した率を乗じた額などを
減じて算出した医療材料ごとの目標値を定めた
旨を，平成26年１月に医療材料を納入している
納入業者に文書で通知した。
ア　特定保険医療材料は，消費税率引き上げ分
の３％から平成26年度診療報酬改定による消費
税対応分の0.09％を控除し，それに２分の１を
乗じて算出した率である1.455％
イ　その他の医療材料は，消費税率引き上げ分
の３％に２分の１を乗じて算出した率である
1.5％

　本件は，公取委が地方公共団体に対して買いた
たきに関する勧告を行った最初の事案である53。
本件は，①地方公共団体ないし医療機関であって
も措置法の適用対象になること，②措置法の買い
たたきは，対価の引き下げの要請（通知）をもっ
て足りることを確認したことに意義がある。

　措置法上の特定事業者は，①大規模小売事業
者，②資本金が３億円以下の中小企業などと取引
する事業者に大別される。ここでいう事業者はガ
イドラインによると，独禁法（又は景表法）上の
事業者と同じである。独禁法等においての事業者
は，経済事業を行う者であれば営利を目的とする
か否かは問われないため，民間企業，会社はもち
ろん，政府，地方公共団も含まれる。Ｙ市・Ａ病
院は，特定供給事業者から医療材料について継続
的に供給を受けており，したがって措置法２条１
項２号の定める特定供給事業者に該当する。
　Ｙ市の上記の行為は，平成26年４月１日以後に
特定供給事業者から受ける商品に関して，商品の
対価の額を当該商品と同種又は類似の商品に対し
通常支払われる対価に比し低く定めることによ
り，特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むも
のである。Ｙ市は，例えば特定保険医療材料以外
のその他の医療材料については，1.5％の納入価
格からの引き下げ目標を納入業者に通知した。平
成26年４月１日から消費税率は５％から８％に引
き上がっており，本件行為は措置法３条１号の

「通常支払われる対価に比し低く定めること」に
該当する。しかしながら，３条１号は「通常支払
われる対価に比し低く定めることにより，特定供
給事業者による消費税の転嫁を拒むこと」と定め
ている。本件行為は前者に該当するが，後者の

「転嫁を拒むこと」に該当するか否か，換言する
と，買いたたきは，要請（通知）のみで要件を充
足するか否かが問題となる。この点に関し公取委
は，買いたたきは要請（通知）のみで要件を充足
すると解し，「必ずしも対価が引き下げられた場
合だけに限定されておらず，本件のように対価の
引下げを要請（通知）する行為も該当する」と述
べている54。
　また，こうした事件が発生する背景事情には，
社会保険診療独自の問題があるといえる。医療機
関は社会保険診療を実施するために，薬剤等を購
入し，消費税を支払っている。社会保険診療報酬
は非課税取引であるが故に，これら仕入取引につ
いて税額控除ができない。加えて診療報酬は公定
価格であることから，報酬引き上げが不十分な場
合，消費者である患者に消費税を転嫁することが
できず，医療機関が仕入れの際に支払う消費税が
医療機関の持ち出しになる（これを「損税」とい
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う）というものである。なお，このような損税問
題は，公共事業のアウトソーシング，いわゆるＰ
ＦＩ事業（公共施設等の建設・維持管理・運営を
民間企業が行う事業）についても，非課税事業者
の価格転嫁と同様の問題が生じ得る55。
　社会保険診療報酬の引き上げの現状は，上乗せ
が不十分であるため損税問題は解消せず，医療機
関の経営を圧迫しているといわれている56。この
ことに関し裁判所は，医療機関が負担せざるを得
ない消費税法の仕組みは憲法14条１項などに違反
しているとした国家賠償請求訴訟において，診療
報酬が設定される際には，医療機関が仕入れに際
して支払う消費税が医療機関にとって実質的な負
担になることがないように点数を上乗せしてい
る，と判示し，納税者側の問題提起は退けられて
いる（請求棄却・確定）57。
　仮に社会保険診療報酬の引き上げが十分であっ
ても，課税事業者の場合，仕入税額の控除はその
年度で即時に行えるのに対し，非課税事業者の場
合，課税仕入分の収入への反映には年月を要し，
高額の設備投資を逡巡することになる。また，高
額の医療機器を用いるような高度先進医療機関ほ
ど，その設備にかかる消費税負担が多いといえ，
診療報酬の引き上げが必ずしも医療機関ごとの消
費税負担とバランスが取れていないことが問題と
思われる58。

⑵　質疑応答事例59

Ｑ　消費税転嫁対策特別措置法に関して，免税
事業者である納入業者との取引において留意す
ることはありますか。
Ａ　免税事業者であっても特定供給事業者に該
当するため，特定事業者は免税事業者である納
入業者に対しても消費税転嫁対策特別措置法で
禁止する消費税の転嫁拒否等の行為を行っては
なりません。
　特定事業者は，本体価格に消費税を上乗せし
て対価を定める必要がありますが，免税事業者
であることを理由として，消費税を上乗せせず
対価を定めたり，仕入れ等の諸経費に係る消費
税負担分のみを上乗せして対価を定めたりする
ことは，合理的な理由がない限り，「買いたた
き」……に該当し，違反となります。
　また，消費税を上乗せして対価を取り決めた

後に，納入業者が免税事業者であることが判明
し，それを理由として消費税相当分又はその一
部の金額を減じて支払ったり，当該金額を徴収
したりする場合，「減額」……に該当し，違反
となります。商品購入の要請等の他の消費税の
転嫁拒否等の行為についても，同様です。
　　ガイドライン第１部第１．３⑷

⑷問題となるのは，例えば次のような場合であ
る。
エ　免税事業者である取引先に対し，免税事業
者であることを理由に，消費税率引上げ前の対
価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低
い対価を定める場合（注）。

（注）　免税事業者であっても，他の事業者から
仕入れる原材料や諸経費の支払において，消費
税額分を負担している点に留意する必要があ
る。

　消費税法９条１項は，別段の定めがある場合を
除いて，基準期間における課税売上高が１千万円
以下の者については，消費税を納める義務を免除
している。財務省によると，事業者免税点制度
は，「小規模な事業者の事務負担や税務執行コス
トへの配慮から設けられている特例措置」と位置
づけられる60。ここからは，特定供給事業者が免
税事業者であるならば，特定供給事業者は消費税
を納める義務が免除されている以上，特定事業者
は本体価格に消費税を上乗せしなくとも，措置法
の買いたたきに該当せず，措置法に違反しないの
ではないか，という疑問が生じる。
　こうした疑問に対する公取委側の回答として，
形式的理由は質疑事例に，実質的理由はガイドラ
インに記載がある。これらは基本的には特定事業
者は免税事業者（特定供給事業者）との納入取引
において，消費税の転嫁を阻害してはならない，
というものである。理由は，形式的には，「免税
事業者であっても特定供給事業者に該当する」，
すなわち措置法は免税事業者について適用除外を
定めていないからであり，実質的には，「免税事
業者であっても，他の事業者（に対する）……支
払において，消費税額分を負担している」からと
いうものである。
　一般的には，免税事業者であっても，その仕入
れの際には消費税を支払っている以上，転嫁しな
いと，自己が負担することになってしまう。この
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ため仕入れ等の諸経費に係る消費税負担分を織り
込んだ対価を示し，取引の相手方に転嫁すること
には問題はない。ただし，免税事業者は元来消費
税を納付しないので，自己の付加価値分に対する
消費税を次段階の事業者又は消費者に転嫁するこ
とは予定されていない。予定されていない消費税
を転嫁し，徴収した場合，その徴収した消費税
は，免税事業者の「益税」になってしまう61。こ
うした場合については本来，措置法が介入し，消
費税の転嫁を促すことは適切ではない。しかし，
特定供給事業者が免税事業者であるか否か，更
に，必要以上に転嫁しているか否かは，外観から
直ちに判断することは困難である。
　措置法は，消費税を円滑かつ適正に転嫁し得る
か不安を感じる中小企業の声を踏まえ，制定され
た。背景にある考えは，中小企業による消費税の
過剰転嫁ではなく過少転嫁に対する対応である。
事業者免税点制度の免税事業者に対する優遇が認
められる理由の１つは，税務執行コストに対する
配慮からである。更に，税率引上げ時には短期間
に集中的に問題が生じ得ることも踏まえると，措
置法を効率的に運用することが求められる。
　公取委は「免税事業者であることを理由とし
て，……仕入れ等の諸経費に係る消費税負担分の
みを上乗せして対価を定め」ることは買いたたき
に該当するとしているが，消費税を取引価格の構
成要素としてとらえた場合には，問題があると考
える62。免税事業者は仕入れ等の諸経費に係る消
費税負担分のみを取引の相手方に転嫁すれば足
り，消費税法は，それ以上の転嫁を予定していな
い。公取委が「合理的な理由」を明確に意識する
ならば，「仕入れ等の諸経費に係る消費税負担分
のみを上乗せして対価を定め」ることは，特定事
業者の価格設定として合理的であり，当該行為は
買いたたきに該当しないという回答を行うことも
可能と思われる。
　結局，公取委がこうした行為をも規制の対象に
する理由は，措置法に免税事業者に対する適用除
外の規定がなく，加えて我が国の消費税制度に課
税事業者と免税事業者とを取引上区分するインボ
イスがないことによる，と考える。

⑶　免税事業者（売手）の事例63

　Ｔ社は，企業を対象とした信用調査，企業情

報の提供等を行う事業者である。Ｔ社は，企業
信用調査業務，企業訪問取材業務及び自社商品
の販売業務（以下「調査等業務」という）を，
個人である事業者と業務委託契約を結び，継続
して委託している。Ｔ社は，調査等業務につい
て，作業内容ごとの報酬単価と自社商品の販売
代金の回収額に応じて算出した勧誘手数料とを
それぞれ消費税を含む額で定め，一定期間にお
ける，報酬単価に調査完了企業数等を乗じ算出
した額と勧誘手数料とを合計した額を委託料と
して委託調査員に支払っている。
　Ｔ社は，報酬単価及び勧誘手数料について，
平成26年４月以後も消費税率引き上げ分を上乗
せせず，同年３月末までの報酬単価及び勧誘手
数料と同額に定め，算出した額を調査等業務の
委託料として支払った。
　なお，Ｔ社は，中小企業庁が本件について調
査を開始した後，調査等業務の委託料につい
て，平成28年12月までに，消費税率の引き上げ
分に相当する額を上乗せした額に定め，平成26
年４月に遡って当該引き上げ分相当額を本件委
託調査員に対して支払っている。
　Ｔ社の行為（対価の据え置き）は，特定供給
事業者から受ける役務に関して，役務の対価の
額を当該役務と同種又は類似の役務に対し通常
支払われる対価に比し低く定めることにより，
特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むもの
である。

　本件調査員は，Ｔ社の調査等の業務を専属的に
請け負う個人事業者である。こうした個人下請け
は，委託者の従業員と同様の業務に従事しなが
ら，契約上は雇用ではなく請負の形をとるものが
数多くある。
　Ｔ社側は，支払いに際し，取引額の８％分の仕
入税額控除を行っているはずであるが，その場
合，仕入税額控除を行いながら相当する消費税を
委託先に支払っておらず，取引上，免税事業者と
課税事業者とを区分できない帳簿保存方式の欠陥
を利用するものとなっている。公取委の公表事例
には，本件以外にも多くの個人事業者に対する規
制事例があるが64，こうした事例において当該事
業者は基本的に免税事業者であることが共通する
内容となっている。免税事業者との取引分の仕入
税額控除を認めることは，前段階事業者の負担し
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ていない税を，次の段階の事業者が控除すること
であり，課税と控除との不均衡は平成35年実施の
日本版インボイス方式（適格請求書等保存方式）
の導入で，その解消が予定されている。
　しかしながら基本的な問題として，個人の下請
事業者と従業員とはどう違うかという問題がなお
残る。その意味での解決策は，雇用か請負かを契
約形式にとらわれずその実態で判断することであ
るが，先ずは当事者双方に，以下の消費税の免税
事業者に対する取扱いの周知を行う必要があると
考える。
① 消費税法上，従業員に対する支払い（給料）は

課税対象外取引となるが，外部事業者に対する
支払い（委託料）は課税対象取引となる。

② 前々年（度）の課税売上が１千万円以下の場
合，免税事業者になるが，その場合においても
消費税の転嫁を拒否する行為は，転嫁阻害行為
に該当する。

４　ＶＡＴオプション制度
　非課税事業者の消費税転嫁問題については，Ｅ
Ｕの付加価値税（以下「VAT」という）が参考
になる。VAT においては、「課税選択権」（right 
of option for taxation）として、非課税売上を選
択により課税売上にすることで、前段階税額を控
除できるようにし、課税の累積を排除する制度が
ある。　VAT 指令では「課税選択権」として次
の条文が置かれている。
VAT 指令137条1項65

加盟国は、次の取引について課税選択権を納税
者に認めることが出来る。
a.135条1項 b から g に定める金融取引
b.  建物又は建物部分及び建物の建つ土地その他

12条1項 g に定める取引
c. 建物の建っていない土地の譲渡で12条1項 b

に定める取引
d. 不動産賃貸取引

　これら取引は VAT 指令において本来、非課税
とされている。オプション制度により，課税の選
択を行った納税者は、以後発生する収益に対する
VAT の納税義務を負うことになるが、建物等の
投資に係る VAT の還付を求めることができる。
これにより建物等の投資に係る VAT は、非課税
事業者の仕入取引として累積することなく、収入

支出と一致した VAT の還付と納税の流れが確保
されることになる。

おわりに
　一般に，消費税の転嫁は，取引において予定さ
れているものであり，法的保障の対象ではない。
一方，独禁法は競争制限・阻害行為を禁止し，競
争秩序を維持することを目的とする法律であり，
優越的地位の濫用は競争基盤を侵害するものとし
て規制の対象となっており，転嫁阻害行為の多く
は，優越的地位の濫用に該当すると考えられる。
ただし，競争秩序の維持を目的とする以上，独禁
法による被害者の救済は限定的とならざるを得な
い。下請法は独禁法の特例法であり，同法は買い
たたき等に対し，勧告等を行うことができるが，
製造委託等の下請取引に適用範囲が限定されてい
る。
　こうしたなかで措置法は下請取引に限らず，特
定事業者等の対象者を定義した上で，特定供給事
業者からの消費税の転嫁を優越的地位に立つ特定
事業者が拒否する行為等を禁止する。措置法及び
ガイドラインによって転嫁阻害行為が具体化，明
瞭化され，合理的な理由を欠く特定事業者の濫用
行為は禁止される「最大限の配慮」により，消費
税の転嫁が行える法的制度の整備が進んだことは
評価できる。
　しかしながら検討の結果，以下のような問題が
あることも明らかになった。①規制事例としては
買いたたきが多くを占めるが，特定事業者がこう
した直接的な転嫁阻害行為を避け，間接的な利益
提供の要請等を行うことが想定される。この場
合，特定供給事業者は法人税法上，買いたたきで
あれば売上げ減少であったものが，利益提供の要
請の場合，寄付行為と認定されその多くの部分が
損金不算入となり，消費税法上，買いたたきであ
れば課税売上の減少であったものが，寄付行為と
認定され対価性の点で課税対象外取引とされる可
能性がある。また，②公取委の規制事例には，免
税事業者に対するものが多い。このことは，免税
事業者に対し，消費税の転嫁を拒否することに問
題はないと誤解している特定事業者が多数存在す
ることをうかがわせるが，他方において制度上，
免税事業者による消費税の転嫁は益税を生む。こ
の点については「最大限の配慮」がやや踏み込み
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すぎともいえ，消費者の利益を不当に害するおそ
れがある。更に，③非課税事業者が高額の設備投
資等を行う場合，課税仕入分の即時控除が行え
ず，価格転嫁が自由に行えない，あるいは価格に
転嫁するにしても支払消費税分の収入への反映に
相当な年月を要し，非課税事業者が高額の設備投
資を逡巡する要因となっている。
　このように転嫁阻害行為には，依然として問題
が残存している。現行制度を前提にするならば，
①については，公取委などは利益提供の要請等の
間接的な転嫁阻害行為に，より配意すること，②
については，益税問題を意識しつつも，免税事業
者に対し消費税転嫁を拒否するのは，転嫁阻害行
為に該当する旨の周知徹底を図ることが考えられ
る。また，③については，EU の VAT 制度にあ
る非課税売上を課税売上にすることで，前段階税
額を控除することを選択できるオプション制度を
参考に，既存の消費課税の選択肢を広げる立法で
の対応を検討する必要があると思われる。なお，
オプション制度の詳細については今後の研究課題
としたいと思っている。
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55  総務省では，平成16年３月に「地方公共団体に
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くなっており，施設管理では保育所，診療所等
は比較的低い水準に留まる。

56  西沢和彦「医療にかかる消費税の現状とあるべ
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